
郡山市放課後児童クラブに係る指定管理者候補者の選定結果 

 

１ 選定結果 

 

２ 選定理由 

  審査の結果、特定指定（管理を行わせる施設の追加）の提案内容は、指定管理者の指定

を受けた際の提案内容と同様に「施設の効用の最大限の発揮」「管理を安定して行う人的、

物的能力その他経営上の基盤」「適切な施設の維持管理」「雇用及び地域経済への配慮」が

優れ、業務仕様書に示した要件を満たしている。 

  特に、今回の施設の追加についても、すでに指定を受けた施設の引継ぎスケジュールと

並行して進めることが示されており、人材確保に加え、既存施設との連携や同一サービス

の提供を期待できることから、「株式会社明日葉」を指定管理者の候補者とする。 

 

３ 選定経過 

 (1) 指定管理者選定に係る審査（書面開催） 

   期 間   令和５年 11 月８日（水）～令和５年 11 月 16 日（木） 

出席者   （委 員）山田 和江 氏、山上 裕子 氏、濱津 真紀子 氏、 

角田 美恵子 氏、堀江 陸三 氏、相楽 靖久 氏 

   内 容   申請書類内容の審査 

 

４ 候補者の総得点及び得点内訳 

郡山市放課後児童クラブ 

（株式会社明日葉） 
配点 点数 

市民等の平等な利用の確保 30 点  24 点  

施設の効用の最大限の発揮 180 点  144 点  

管理経費の縮減 30 点  20 点  

管理を安定して行う人的、物的能力その他の経営上の基盤 180 点  151 点  

適切な施設の維持管理 60 点  52 点  

雇用及び地域経済への配慮 90 点  66 点  

その他特に加点すべき提案等 30 点  23 点  

総合計 600 点  480 点  

 

No 選定単位 

（管理を行わせる施設の追加） 

指定管理者の候補者 

１ 

郡山市放課後児童クラブ 

(1) 大槻小児童クラブ第３教室 

(2) 行徳小児童クラブ第２教室 

【名称】  株式会社明日葉 

【代表者名】代表取締役 大隈 太嘉志 

【所在地】 東京都港区芝四丁目 13-3  

PMO 田町東 10F 


